
昭
和
五
十
五
年
総
理
府
令
第
二
十
七
号

地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整

備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
の
記
載
事
項
）

第
一
条
　
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
は
、
法
第
三

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
整
備
し
よ
う
と
す
る
施
設
等
の
整
備
に
係
る
事
業
の
種
類
、
事
業
主
体
及
び
規
模

二
　
整
備
し
よ
う
と
す
る
施
設
等
の
位
置

三
　
整
備
し
よ
う
と
す
る
施
設
等
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
概
算
額

四
　
整
備
し
よ
う
と
す
る
施
設
等
の
整
備
予
定
年
度

（
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
は
、
地
震
対
策
緊
急
整

備
事
業
計
画
協
議
申
出
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
の
正
本
一
部
及
び
当
該
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
係
る

関
係
行
政
機
関
の
数
に
一
を
加
え
た
部
数
の
写
し
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
協
議
申
出
書
に
は
、
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
ご
と
の
整
備
に
係
る
事
業
の
概
要
及
び

経
費
の
概
算
額
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
の
変
更
の
協
議
の
申
出
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
の
変

更
の
協
議
の
申
出
は
、
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
変
更
協
議
申
出
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
の
正
本
一
部
及

び
変
更
に
係
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
係
る
関
係
行
政
機
関
の
数
に
一
を
加
え
た
部
数
の
写
し
を
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
変
更
協
議
申
出
書
に
は
、
変
更
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
ご
と
の
整
備
に
係
る

事
業
の
概
要
及
び
経
費
の
概
算
額
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
加
算
す
る
額
の
算
定
）

第
四
条
　
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
額
は
、
法
第
四
条
第
三
項
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対

す
る
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
、
当
該
事
業
に
つ
き
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
割
合
を
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費

に
対
す
る
通
常
の
国
の
負
担
若
し
く
は
補
助
の
割
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
か
ら
一
を
控

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
七
日
総
理
府
令
第
一
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第
四
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第１号（第２条関係） 

○   番    号 

平 成  年  月  日  

 

 

 内閣総理大臣       殿 

 

 

都道府県知事          印 

 

 

 

地震対策緊急整備事業計画協議申出書 

 

 

 

 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関

する法律（昭和 55 年法律第 63 号）第２条第１項の規定により地震対策緊急整備事業計画

を別紙の通り作成したので、同項の規定に基づき同意されるよう協議の申出をします。 

 

別紙 

地震対策緊急整備事業計画 

都道府県名          

事業の種類 事業主体 施設等の位置 事業の規模 
経費の概算額 

（百万円） 
整備予定年度 備考 

 

（   ） 

      

備考 １ （ ）内には、法第３条第１項各号に掲げる施設等の名称を記載する。 

   ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第２号（第３条関係） 

○   番    号 

平 成  年  月  日  

 

 

 内閣総理大臣       殿 

  

 

都道府県知事         印   

 

 

 

地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書 

 

 

 

 
昭和

平成 年  月  日付け  第  号で承認を受けた地震対策緊急整備事業計画に

ついて別紙の通り変更したいので、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業

に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和５５年法律第６３号）第２条第４項におい

て準用する同条第１項の規定に基づき、変更に同意されるよう協議の申出をします。 

 

1



別紙 

変更に係る地震対策緊急整備事業計画 

都道府県名              

変更に係る事業の種類 変更前の内容 変更後の内容 変更の理由 

 

（   ） 

   

備考 １ （ ）内には、法第３条第１項各号に掲げる施設等のうち変更に係る施設等の名称を記載する。 

   ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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